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※雇用保険事務手続きの手引きについては、「適用事業所、被保険者資格の取得・喪失編」及び「育児休業等給付、
　雇用継続給付編」の２冊構成となっております。



　詳しくは「付録　リーフレット　雇用保険に関するマイナンバー制度について～事業主の皆
様へ～」をご覧ください。

③　労働者の能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るため「教育

　訓練給付」を行う。

④　労働者の雇用の継続を図るため「雇用継続給付」を行う。

⑤　子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るため「育児休業給付」

　を行う。

⑥　労働者の雇用の安定、能力の開発等を図るため「雇用保険二事業」に基づく各種助成

　金の支給を行う。

　本冊子（「適用事業所、被保険者資格の取得・喪失編」及び「育児休業等給付、雇用継続給付編」）


